
1日24時間まで

 1,100円(税込)

※自損事故の場合、車両免責額への補償は適用されません。

　自損事故とは…(例)電柱・ガードレール等に衝突の場合、転落・転覆の場合、当て逃げされた場合

※過去に事故歴があり当社が不適当と認めた方は免責補償に加入できません。

※申し込みは出発時に限らせていただきます。

※15日以上1か月以内の貸渡契約については15日分の加入料とし、補償は貸渡期間中とします。

※この制度は保険ではありません。

※シートベルトの着用を条件とします。※シートベルトの着用を条件とします。




